
 
 
  
 

 

 

商工会では、資金がひっ迫する年末年始に合わせ、金融機関の年内最終営業日である12月 30日（水）

まで、年末の休日相談窓口を開設し、会員の皆様からの資金繰り相談を含む特別体制で対応いたしま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資金繰りや緊急融資相談時にご用意いただくもの 

①決算書（２期分）→法人の場合は付属明細表含 ②最近の試算表（売上原価が分かるもの）（１部） ③直近３

ヶ月と前年同期３ヶ月の売上が分かるもの。 ④見積書（設備資金の場合） ⑤法人の履歴事項全部証明 ⑥借入

金や未払金等の内訳が分かるもの ⑦各種税金の納付状況が分かるもの 
 
（※主な制度資金） 

制  度  名 ご融資限度額 ご 返 済 期 間 金 利 

日本政策金融公庫（普通貸付） 4,800 万円 運転 5年以内 設備 10 年以内 2.15%～ 

日本政策金融公庫（経営改善貸付） 1,500 万円 運転 7年以内 設備 10 年以内 1.85% 

秋田県経営安定資金（緊急経済対策枠） 20,000 万円 10 年以内 1.75% 

大仙市中小企業融資制度（マル仙） 3,000 万円 10 年以内 
2.45% 

(利子補給1.1％) 

※ご融資期間、制度によってご融資額並びに適用される利率が異なります。（金利は、平成 21 年 12 月 9 日現在） 

 

【年末相談体制強化期間】 平成 21 年 12 月７日(月)～30 日（水） 

【休日相談窓口の開設】 12 月 26 日（土）、27 日（日） 

29 日（火）、30 日（水） 

             開設時間は、8 時 30 分から 17 時まで 

お問い合わせ・申込は 大 仙 市 商 工 会 
広域指導センター・各支所まで 

 
□ 広域指導センター  TEL：(0187)56-2021  FAX：(0187)56-4561 
□ 西 仙 北 支 所  TEL：(0187)75-1021  FAX：(0187)75-2350 
□ 協 和 支 所  TEL：(018)892-3333  FAX：(018)892-3357 
□ 中 仙 支 所  TEL：(0187)56-2021  FAX：(0187)56-4561 
□ 太 田 支 所  TEL：(0187)88-1633  FAX：(0187)88-1610 
□ 神 岡 支 所  TEL：(0187)72-4028  FAX：(0187)72-2214 
□ 南 外 支 所  TEL：(0187)74-2615  FAX：(0187)74-2670 
□ 仙 北 支 所  TEL：(0187)63-4172  FAX：(0187)63-4185 


